
   甲賀の木の香る家推進事業補助金交付要綱 

 （趣旨）  

第１条 この告示は、建築物の建材として甲賀市産材の活用を推進し、市内森林資

源の循環を維持するため、甲賀市産材の購入等に要する経費に対して予算の範囲

内において交付する甲賀の木の香る家推進事業補助金（以下「補助金」という。）

の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則（平成１６年甲賀市規則第３４号）、

甲賀市行政サービス制限条例（平成２２年甲賀市条例第１８号）及び甲賀市行政

サービス制限条例施行規則（平成２２年甲賀市規則第１６号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 （１） 甲賀市産材 びわ湖材産地証明制度等により、市内で伐採されたことが

証明された原木及びその原木を使用した製材品をいう。 

 （２） 住宅等 住宅、店舗その他の建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第２条第１号の建築物をいう。）のうち、公用又は公共の用に供する

ものを除くものをいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 （１） 本市の区域内において住宅等を新築する者であること。 

 （２） 前号の住宅等の新築について木の香る淡海の家推進事業（県産木材活用

推進協議会が実施する木の香る淡海の家推進事業をいう。以下同じ。）の助成対

象となっていること。 

 （３） 市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税）の滞納がない者であること。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる一戸当たりの甲賀市産材の使用量の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

 （１） ７．５立方メートル以上１５立方メートル未満（うち構造材として３立

方メートル以上） １０万円 

 （２） １５立方メートル以上２０立方メートル未満（うち構造材として５立方



メートル以上） ２０万円 

 （３） ２０立方メートル以上（うち構造材として７立方メートル以上） ３０

万円 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、甲賀の

木の香る家推進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

 （１） 木の香る淡海の家推進事業において交付された木の香る淡海の家推進事

業助成金交付決定通知書の写し 

 （２） 甲賀市産材使用内訳書 

 （３） 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第４条第３項の市税納付状況調査

同意書又は市税の滞納がないことを証する納税証明書 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助

金を交付すべきものと認めたときは、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付決定

通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」と

いう。）は、補助事業が完了したときは、甲賀の木の香る家推進事業補助金実績

報告書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

 （１） 木の香る淡海の家推進事業において交付された木の香る淡海の家推進事

業助成金確定通知書の写し 

 （２） 住宅等に使用した木材が甲賀市産材であること及びその使用数量を証す

る書面 

 （額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、

これを適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲賀の木の香る家

推進事業補助金の額の確定通知書（様式第４号）により補助決定者に通知するも

のとする。 



 （補助金の請求） 

第９条 前条の規定により額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようと

するときは、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付請求書（様式第５号）を市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交

付するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け

ようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、甲賀の木の

香る家推進事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書（様式第６号）により補

助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定め

てその返還を命ずるものとする。 

 （その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

  



様式第１号（第５条関係） 

甲賀の木の香る家推進事業補助金交付申請書 

年  月  日 

 甲賀市長 あて 

申請者 住所 

氏名（名称及び代表者の氏名） 

 

  標記の補助金の交付を受けたいので、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付要

綱第５条の規定により、申請します。 

１．事業の内容 住宅等の新築 

２．甲賀市産材使用量 ㎥ 

３．補助金の申請額 円 

４．工事期間（予定） 年  月  日 ～    年  月  日 

５．工事場所 
住所  

所有者名  

６．完成予定年月日 年  月  日 

７．担当者連絡先 
担当者名  

連絡先  

 添付書類 

 １ 木の香る淡海の家推進事業において交付された木の香る淡海の家推進事業助

成金交付決定通知書の写し 

 ２ 甲賀市産材使用内訳書 

 ３ 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第４条第３項の市税納付状況調査同意

書又は市税の滞納がないことを証する納税証明書 

  



様式第２号（第６条関係） 

甲賀の木の香る家推進事業補助金交付決定通知書 

第     号 

年  月  日 

       様 

甲賀市長         印  

 

  年  月  日付で申請のあった標記の補助金について、甲賀の木の香る家推

進事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり交付することに決定しま

したので通知します。 

 

 

      交付決定金額  金        円 

  



様式第３号（第７条関係） 

甲賀の木の香る家推進事業補助金実績報告書 

年  月  日 

 甲賀市長 あて 

申請者 住所 

氏名（名称及び代表者の氏名） 

 

  標記の補助金に係る事業を完了したので、甲賀の木の香る家推進事業補助金交

付要綱第７条の規定により、報告します。 

 

添付書類 

 １ 木の香る淡海の家推進事業において交付された木の香る淡海の家推進事業助

成金確定通知書の写し 

 ２ 住宅等に使用した木材が甲賀市産材であること及びその使用数量を証する書

面  



様式第４号（第８条関係） 

甲賀の木の香る家推進事業補助金の額の確定通知書 

第     号 

年  月  日 

       様 

甲賀市長         印  

 

    年  月  日付けで実績報告のありました標記の補助金について、下記

のとおり補助金の額を確定しましたので、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付要

綱第８条の規定により通知します。 

 

 

      補助金確定額  金        円 

  



様式第５号（第９条関係） 

甲賀の木の香る家推進事業補助金交付請求書 

年  月  日 

 甲賀市長 あて 

申請者 住所 

氏名（名称及び代表者の氏名） 

   ㊞ 

 

 

金             円 

 

     年  月  日付け   第  号で額の確定通知があった標記の補助

金について、甲賀の木の香る家推進事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、

次のとおり請求します。 

 

補助金の振込先 

金融機関名  
口座種別 

普通 ・ 当座 
支店名  

（フリガナ） 

口座名義 
 

口座番号  

 

  



様式第６号（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

               様 

 

甲賀市長            印  

 

甲賀の木の香る家推進事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書 

 

    年  月  日付け   第   号で交付決定のあった標記の補助金に

ついて、下記の理由により取り消すこととしましたので、甲賀の木の香る家推進事

業補助金交付要綱第１０条第２項の規定により通知し、補助金の返還を請求します

ので期限までに納付してください。 

 

記 

 

取消理由 

□ 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたため 

□ その他（                   ） 

 

返還金額 

 

 

                       円 

 

返還期限 

 

 

年   月   日まで 

 


